
  

 

 

議案第７２号  

 

   秦野市小児等医療費の助成に関する条例の一部を改正することに 

ついて 

 

 秦野市小児等医療費の助成に関する条例の一部を別紙のとおり改正するもの

とする。 

 

  平成３０年１１月２７日提出 

 

秦野市長 高 橋 昌 和  

 

 

提案理由 

 通院に係る医療費助成の対象を中学生まで拡充することにより、子育て世帯

が安心して子育てしやすい環境整備の更なる促進を図るとともに、字句の整理

を行うため、改正するものであります。 
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秦野市条例第  号 

 

   秦野市小児等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

 

 秦野市小児等医療費の助成に関する条例（平成８年秦野市条例第２４号）の

一部を次のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

   秦野市小児医療費の助成に関する条例 

 第１条中「小児等」を「小児」に改める。 

 第２条第１項第１号を次のように改める。 

 (1) 小児 規則で定める中学校等を卒業する日の属する月の末日（その日に

入院している場合は、その退院の日）又は満１８歳に達する日の属する月

の末日のいずれか早い日までにある者をいう。 

 第２条第１項第２号及び第３号を削り、同項第４号中「ア又はイの」を削り、

同号ア及びイ中「小児等」を「小児」に改め、同号を同項第２号とし、同条第

２項中「小児等」を「小児」に改める。 

 第３条第１項中「小児等」を「小児」に改め、同条第２項各号列記以外の部

分中「前項に規定する」を「前項の」に、「小児等」を「小児」に改め、同項

第１号から第３号までの規定中「小児等」を「小児」に改める。 

 第４条第１項を次のように改める。 

  前条第１項の規定にかかわらず、満６歳に達する日以後の最初の３月３１

日までにある小児に係る医療費の助成を受けようとするときを除き、次の各

号に掲げる区分に応じ、それぞれの各号に定める年における対象者の所得が、

その対象者の所得税法（昭和４０年法律第３３号）に規定する同一生計配偶

者及び扶養親族（以下この項において「扶養親族等」という。）並びにその

対象者の扶養親族等でない児童（満１８歳に達する日以後の最初の３月３１

日までの間にある者をいう。）で、その所得があった年の１２月３１日にお

いて生計を維持した者の有無及び数に応じて規則で定める額以上の場合は、

医療費の助成を受けることができない。 

 (1) 医療費の助成を受けようとする小児の誕生日が１月１日から６月３０日

までの間にあるとき その日の属する年の前々年 

 (2) 医療費の助成を受けようとする小児の誕生日が７月１日から１２月３１
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日までの間にあるとき その日の属する年の前年 

 第４条第２項中「前項に規定する所得」を「前項の所得」に改める。 

 第５条第１項中「小児等」を「小児」に改め、同条第２項を削る。 

 第６条第１項中「乳幼児等の」を削り、「乳幼児等が」を「小児が」に改め、

同条第３項を削る。 

 第７条第１項本文中「乳幼児等の」を削り、同条第２項中「前項本文に規定

する」を「前項本文の規定による」に、「乳幼児等」を「小児」に改める。 

 第１０条中「小児等」を「小児」に、「すでに」を「既に」に改める。 

 第１２条中「この条例による」を「この条例の規定による」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日（以下「施行日」という。）から施行す

る。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の秦野市小児医療費の助成に関する条例の規定は、

施行日以後に行われる医療について適用し、施行日前に行われた医療につい

ては、なお従前の例による。 

 （秦野市個人番号の利用事務を定める条例の一部改正） 

３ 秦野市個人番号の利用事務を定める条例（平成２７年秦野市条例第２１号）

の一部を次のように改正する。 

  別表第１０項中「秦野市小児等医療費の助成に関する条例（平成８年秦野

市条例第２４号）による小児等医療費の助成」を「秦野市小児医療費の助成

に関する条例（平成８年秦野市条例第２４号）による小児医療費の助成」に

改め、同表第１１項中「秦野市小児等医療費の助成に関する条例による小児

等医療費の助成」を「秦野市小児医療費の助成に関する条例による小児医療

費の助成」に改める。 
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議案第７２号 秦野市小児等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

網かけ部分以外は、字句等の整理によるものです。 

新 旧 

   秦野市小児医療費の助成に関する条例    秦野市小児等医療費の助成に関する条例 

  

 （目的）  （目的） 

第１条 この条例は、小児を養育している者に対して医療費の一

部を助成することにより、小児の健康の維持及び健全な育成に

役立てるとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。 

第１条 この条例は、小児等を養育している者に対して医療費の

一部を助成することにより、小児等の健康の維持及び健全な育

成に役立てるとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。 

 （定義）  （定義） 

第２条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれの各号に定めるところによる。 

第２条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれの各号に定めるところによる。 

 (1) 小児 規則で定める中学校等を卒業する日の属する月の末

日（その日に入院している場合は、その退院の日）又は満 

１８歳に達する日の属する月の末日のいずれか早い日までに

ある者をいう。 

 (1) 小児 規則で定める中学校等（以下「中学校等」とい

う。）を卒業する日の属する月の末日（中学校等の卒業後継

続して入院している場合には、その退院の日。ただし、その

卒業する日の属する月の末日及びその退院の日が満１８歳に

達する日の属する月の末日を経過している場合には、満１８

歳に達する日の属する月の末日とする。）までにある者（乳

幼児等を除く。）をいう。 

  (2) 乳幼児等 満１２歳に達する日以後最初の３月３１日まで

の間にある者をいう。 
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  (3) 小児等 小児及び乳幼児等をいう。 

 (2) 養育している者 次のいずれかに該当する者をいう。  (4) 養育している者 次のア又はイのいずれかに該当する者を

いう。 

  ア 小児を養護し、かつ、これと生計を同じくするその父

（母がその小児を妊娠した当時婚姻の届出をしていない

が、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含

む。以下同じ。）又は母 

  ア 小児等を養護し、かつ、これと生計を同じくするその父

（母がその小児等を妊娠した当時婚姻の届出をしていない

が、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含

む。以下同じ。）又は母 

  イ 父母に養護されず、又はこれと生計を同じくしない小児

を養護し、かつ、その生計を維持する者 

  イ 父母に養護されず、又はこれと生計を同じくしない小児

等を養護し、かつ、その生計を維持する者 

２ 前項第４号アの場合において、父及び母がともにその父及び

母の子である小児を養護し、かつ、これと生計を同じくすると

きは、その小児は、その父又は母のうちいずれかその小児の生

計を維持する程度の高い者によって養護され、かつ、これと生

計を同じくするものとみなす。 

２ 前項第４号アの場合において、父及び母がともにその父及び

母の子である小児等を養護し、かつ、これと生計を同じくする

ときは、その小児等は、その父又は母のうちいずれかその小児

等の生計を維持する程度の高い者によって養護され、かつ、こ

れと生計を同じくするものとみなす。 

 （対象者）  （対象者） 

第３条 この条例により医療費の助成を受けることができる者

（以下「対象者」という。）は、本市に住所を有する小児を養

育している者であって、その養育する小児の疾病又は負傷につ

いて、規則で定める医療保険各法（以下「医療保険各法」とい

う。）の規定により医療に関する給付が行われたものとする。 

第３条 この条例により医療費の助成を受けることができる者

（以下「対象者」という。）は、本市に住所を有する小児等を

養育している者であって、その養育する小児等の疾病又は負傷

について、規則で定める医療保険各法（以下「医療保険各法」

という。）の規定により医療に関する給付が行われたものとす

る。 

２ 前項の疾病又は負傷には、次の各号のいずれかに該当する小 ２ 前項に規定する疾病又は負傷には、次の各号のいずれかに該
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児に係る疾病又は負傷を含まない。 当する小児等に係る疾病又は負傷を含まない。 

 (1) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定により医

療の扶助を受けている世帯に属する小児 

 (1) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定により医

療の扶助を受けている世帯に属する小児等 

 (2) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）の規定による措

置により医療を受給している小児 

 (2) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）の規定による措

置により医療を受給している小児等 

 (3) 規則で定める医療費助成事業により医療費の助成を受ける

ことができる小児 

 (3) 規則で定める医療費助成事業により医療費の助成を受ける

ことができる小児等 

 （所得の制限）  （所得の制限） 

第４条 前条第１項の規定にかかわらず、満６歳に達する日以後

の最初の３月３１日までにある小児に係る医療費の助成を受け

ようとするときを除き、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞ

れの各号に定める年における対象者の所得が、その対象者の所

得税法（昭和４０年法律第３３号）に規定する同一生計配偶者

及び扶養親族（以下この項において「扶養親族等」という。）

並びにその対象者の扶養親族等でない児童（満１８歳に達する

日以後の最初の３月３１日までの間にある者をいう。）で、そ

の所得があった年の１２月３１日において生計を維持した者の

有無及び数に応じて規則で定める額以上の場合は、医療費の助

成を受けることができない。 

第４条 前条第１項の規定にかかわらず、満６歳に達した日以後

最初の３月３１日までにある小児等を養育している者を除き、

次の各号に掲げる者についてそれぞれの各号に規定する所得

が、所得税法（昭和４０年法律第３３号）に規定する同一生計

配偶者及び扶養親族（以下「扶養親族等」という。）並びにそ

の扶養親族等でない児童（満１８歳に達する日以後の最初の３

月３１日までの間にある者をいう。）でその所得があった年の

１２月３１日において生計を維持した者の有無及び数に応じ

て、規則で定める額以上のときは、対象者としない。 

 (1) 医療費の助成を受けようとする小児の誕生日が１月１日か

ら６月３０日までの間にあるとき その日の属する年の前々

 (1) 乳幼児等に係る医療費の助成を受けようとする者 医療を

受けた乳幼児等の誕生日が、１月１日から６月３０日までの
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年 間にあるときはその日の属する年の前々年の所得とし、７月

１日から１２月３１日までの間にあるときはその日の属する

年の前年の所得とする。 

 (2) 医療費の助成を受けようとする小児の誕生日が７月１日か

ら１２月３１日までの間にあるとき その日の属する年の前

年 

 (2) 小児に係る医療費の助成を受けようとする者 小児が医療

（入院に係る医療に限る。）を受けた日が、１月１日から６

月３０日までの間にあるときはその日の属する年の前々年の

所得とし、７月１日から１２月３１日までの間にあるときは

その日の属する年の前年の所得とする。 

２ 前項の所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。 ２ 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で

定める。 

 （助成の範囲）  （助成の範囲） 

第５条 医療費の助成の額は、小児の疾病又は負傷について医療

保険各法の規定により医療に関する給付が行われた場合におけ

る医療費のうち、その規定により対象者が負担すべき額から規

則で定める額を控除した額に相当する額（以下「助成費」とい

う。）とする。 

第５条 医療費の助成の額は、小児等の疾病又は負傷について医

療保険各法の規定により医療に関する給付が行われた場合にお

ける医療費のうち、その規定により対象者が負担すべき額から

規則で定める額を控除した額に相当する額（以下「助成費」と

いう。）とする。 

 ２ 前項の医療費の助成は、乳幼児等にあっては入院及び通院に

係るもの、小児にあっては入院に係るものについて行うものと

する。 

 （助成の方法）  （助成の方法） 

第６条 医療費の助成は、小児が病院若しくは診療所又は薬局等

（以下「医療機関等」という。）で医療を受けた場合に、市長

第６条 乳幼児等の医療費の助成は、乳幼児等が病院若しくは診

療所又は薬局等（以下「医療機関等」という。）で医療を受け
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がその医療機関等に対し、助成費を支払うことにより行うもの

とする。 

た場合に、市長がその医療機関等に対し、助成費を支払うこと

により行うものとする。 

２ （略） ２ （略） 

 ３ 小児の医療費の助成は、市長が対象者に対し、助成費を支給

することにより行うものとする。 

 （医療証交付の申請等）  （医療証交付の申請等） 

第７条 対象者は、医療費の助成を受けようとするときは、加入

医療保険を証する書類その他の規則で定める書類を添付して、

市長に申請しなければならない。ただし、引き続き医療費の助

成を受けようとする対象者については、申請を省略させること

ができる。 

第７条 対象者は、乳幼児等の医療費の助成を受けようとすると

きは、加入医療保険を証する書類その他の規則で定める書類を

添付して、市長に申請しなければならない。ただし、引き続き

医療費の助成を受けようとする対象者については、申請を省略

させることができる。 

２ 市長は、前項本文の規定による申請の内容を審査し、対象者

が養育する小児であることを示す証明書（以下「医療証」とい

う。）を交付するものとする。 

２ 市長は、前項本文に規定する申請の内容を審査し、対象者が

養育する乳幼児等であることを示す証明書（以下「医療証」と

いう。）を交付するものとする。 

３ （略） ３ （略） 

 （損害賠償との調整）  （損害賠償との調整） 

第１０条 市長は、第三者の行為により生じた小児の疾病又は負

傷に関して対象者が損害賠償を受けたときは、その額の限度に

おいて、医療費の助成の全部若しくは一部を行わず、又は既に

助成した助成費に相当する金額を返還させることができる。 

第１０条 市長は、第三者の行為により生じた小児等の疾病又は

負傷に関して対象者が損害賠償を受けたときは、その額の限度

において、医療費の助成の全部若しくは一部を行わず、又はす

でに助成した助成費に相当する金額を返還させることができ

る。 
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 （公簿による確認等）  （公簿による確認等） 

第１２条 市長は、この条例の規定による申請又は届出に添付さ

せる書類により確認する事項を本市が保有する公簿等により確

認することができるときは、その公簿等により確認し、その書

類の添付を省略させることができる。 

第１２条 市長は、この条例による申請又は届出に添付させる書

類により確認する事項を本市が保有する公簿等により確認する

ことができるときは、その公簿等により確認し、その書類の添

付を省略させることができる。 

  

  

   附 則  

 （施行期日）  

１ この条例は、平成３１年４月１日（以下「施行日」とい

う。）から施行する。 

 

 （適用区分）  

２ この条例による改正後の秦野市小児医療費の助成に関する条

例の規定は、施行日以後に行われる医療について適用し、施行

日前に行われた医療については、なお従前の例による。 

 

（秦野市個人番号の利用事務を定める条例の一部改正）  

３ 秦野市個人番号の利用事務を定める条例（平成２７年秦野市

条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

 

  別表第１０項中「秦野市小児等医療費の助成に関する条例

（平成８年秦野市条例第２４号）による小児等医療費の助成」

を「秦野市小児医療費の助成に関する条例（平成８年秦野市条
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例第２４号）による小児医療費の助成」に改め、同表第１１項

中「秦野市小児等医療費の助成に関する条例による小児等医療

費の助成」を「秦野市小児医療費の助成に関する条例による小

児医療費の助成」に改める。 
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議案第７２号資料１ 

 

小児医療費助成事業の見直しについて 

 

１ 制度改正の趣旨  

 小児医療費助成事業については、少子化が進展する中、子育て支援施策の

中でも重要な施策の一つとして取り組んでおり、平成２８年１０月から、通

院助成の対象を小学６年生までに拡大し、平成２９年４月からは、未就学児

の所得制限を撤廃し、併せて就学児以上の所得制限を緩和しました。 

しかし、制度への御意見や近隣自治体の助成状況などから、更に安心して

子育てできる環境を整えるために、通院助成の対象を拡大することで子育て

支援をより一層、充実させていきます。 

 

２ 改正内容 

 (1) 通院助成の対象拡大 

   小学６年生までを中学３年生までに変更 

 (2) 実施期日 

平成３１年４月１日 

  

３ 改正前後の助成内容比較 

対象年齢 

改正前 改正後 

助成 

対象 

所得 

制限 
医療証 

助成 

対象 

所得 

制限 
医療証 

未就学児 
通院 

入院 
なし あり 

通院 

入院 
なし あり 

小学生 
通院 

入院 
あり あり 

通院 

入院 
あり あり 

中学生 

－ － － 通院 あり あり 

入院 あり なし 入院 あり あり 

  （償還払い）    

  ※医療証：対象者が受給資格を有することを証明する書類 
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４ 所得制限の内容 

扶養親族等の数 所得限度額 収 入 額 

0 人 622 万円 833.3 万円    

1 人 660 万円 875.6 万円    

2 人 698 万円 917.8 万円    

3 人 736 万円 960.0 万円    

4 人 774 万円 1,002.0 万円    

  ※所得制限超過者：５２３人（平成３０年３月末時点） 

 

５ 制度改正の経過 

改正年月日 通 院 入 院 所得制限 

平成 7年10月1日 ０歳児のみ 中学３年生まで １歳児以上あり 

平成11年 1月1日 １歳児まで 〃 〃 

平成13年10月1日 ３歳児まで 〃 〃 

平成15年10月1日 ４歳児まで 〃 なし 

平成16年10月1日 ５歳児まで 〃 〃 

平成20年10月1日 ６歳児まで 〃 〃 

平成24年10月1日 小学４年生まで 〃 １歳児以上あり 

平成28年10月1日 小学６年生まで 〃 １歳児以上あり 

平成29年4月1日 小学６年生まで 

 

〃 
未就学児：なし 

小学生以上：児

童手当新基準に

緩和 

 

６ 平成２９年度助成実績 

 (1) 助成件数         ２１９，７０８件 

 (2) 医療費助成額   ４３８，８７９，４７０円 

 (3) 県補助金額     ７９，４７８，０００円 

 (4) 医療証交付者        １５，３４８人（平成３０年３月末時点） 

 

７ 県内各市の状況 

  別紙のとおり 

 

＜参考＞ 

中学３年生までの助成対象拡大による所要額については、７０，９５７千円と

試算しています。 



別紙

平成30年10月1日現在

子育て支援課

就
学
前

小
１

小
２

小
３

小
４

小
５

小
６

中
１

中
２

中
３

0 神奈川県 ◎ 中３ ０歳以上【旧】
入院：1日100円
通院：1回200円

0～3歳まで窓口負担はなし

1 横 浜 市 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 中３ １歳以上【旧】

小学校4～6年生のみ、通院1回500円までの窓
口負担あり（入院・調剤は窓口負担なし）
※ただし、小学校4～6年生でも、保護者が市
民税非課税の場合は全額助成（通院の窓口負
担なし）

2 川 崎 市 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 中３ １歳以上【新】

小学校4～6年生のみ、通院1回500円までの窓
口負担あり（入院・調剤は窓口負担なし）
※ただし、小学校4～6年生でも、保護者が市
民税所得割非課税の場合は全額助成（通院の
窓口負担なし）

3 相 模 原 市 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 中３ １歳以上【新】
中学1～3年生に通院1回500円までの窓口負担あ
り(市民税非課税の場合は全額助成）

4 横 須 賀 市 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 中３ なし －

5 平 塚 市 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 中３ 小１以上【旧】 －

6 鎌 倉 市 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 中３ 小１以上【旧】 －

7 藤 沢 市 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 中３ 中１以上【旧】 －

8 小 田 原 市 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 中３ 小１以上【旧】 －

9 茅 ヶ 崎 市 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 中３ ４歳以上【旧】
小学校4～6年年生に通院1回500円までの窓口負
担あり

10 逗 子 市 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 中３ １歳以上【旧】 －

11 三 浦 市 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 中３ なし －

12 秦 野 市 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 中３ 小１以上【新】 －

13 厚 木 市 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 中３ なし －

14 大 和 市 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 中３ １歳以上【旧】 －

15 伊 勢 原 市 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 中３ １歳以上【旧】 －

16 海 老 名 市 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 中３ なし －

17 座 間 市 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 中３ １歳以上【旧】 －

18 南 足 柄 市 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 中３

１歳以上【旧】
中学生以上は就学
援助世帯（准要保
護世帯）と同等

－

19 綾 瀬 市 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 中３ なし －

小児医療費助成制度　県内市町村別実施状況

自治体

対象年齢

所得制限 窓口負担
入院

※※※※本市本市本市本市はははは、【、【、【、【新新新新】】】】基準基準基準基準をををを採用採用採用採用しているためしているためしているためしているため、【、【、【、【旧旧旧旧】】】】基準基準基準基準にににに比比比比べべべべ所得制限額所得制限額所得制限額所得制限額のののの基準基準基準基準がががが緩和緩和緩和緩和されていますされていますされていますされています。。。。

※※※※所得制限所得制限所得制限所得制限のののの【【【【旧旧旧旧】】】】はははは子子子子どもどもどもども手当施行前手当施行前手当施行前手当施行前のののの旧児童手当特例給付基準旧児童手当特例給付基準旧児童手当特例給付基準旧児童手当特例給付基準

通院
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※※※※所得制限所得制限所得制限所得制限のののの【【【【新新新新】】】】はははは子子子子どもどもどもども手当廃止後手当廃止後手当廃止後手当廃止後のののの現行現行現行現行のののの児童手当所得制限限度額児童手当所得制限限度額児童手当所得制限限度額児童手当所得制限限度額



就
学
前

小
１

小
２

小
３

小
４

小
５

小
６

中
１

中
２

中
３

20 葉 山 町 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 中３ 中学生以上【旧】 －

21 寒 川 町 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 中３ １歳以上【旧】 －

22 大 磯 町 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 中３ １歳以上【新】 －

23 二 宮 町 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 中３ 小１以上【新】 －

24 中 井 町 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 中３ なし －

25 大 井 町 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 中３ なし －

26 松 田 町 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 中３ なし －

27 山 北 町 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 中３ なし －

28 開 成 町 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 中３ ３歳以上【旧】 －

29 箱 根 町 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 中３ なし －

30 真 鶴 町 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 中３ なし －

31 湯 河 原 町 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 中３ なし －

32 愛 川 町 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 中３ なし －

33 清 川 村 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 高３ なし －

入院
通院

※※※※所得制限所得制限所得制限所得制限のののの【【【【旧旧旧旧】】】】はははは子子子子どもどもどもども手当施行前手当施行前手当施行前手当施行前のののの旧児童手当特例給付基準旧児童手当特例給付基準旧児童手当特例給付基準旧児童手当特例給付基準

※※※※本市本市本市本市はははは、【、【、【、【新新新新】】】】基準基準基準基準をををを採用採用採用採用しているためしているためしているためしているため、【、【、【、【旧旧旧旧】】】】基準基準基準基準にににに比比比比べべべべ所得制限額所得制限額所得制限額所得制限額のののの基準基準基準基準がががが緩和緩和緩和緩和されていますされていますされていますされています。。。。

窓口負担
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※※※※所得制限所得制限所得制限所得制限のののの【【【【新新新新】】】】はははは子子子子どもどもどもども手当廃止後手当廃止後手当廃止後手当廃止後のののの現行現行現行現行のののの児童手当所得制限限度額児童手当所得制限限度額児童手当所得制限限度額児童手当所得制限限度額

自治体

対象年齢

所得制限
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